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公認心理師法成立についての声明 
 
 

私ども精神科七者懇談会は、心理職の国家資格化が精神医学・医療・保健・福祉（以下、

精神科医療）の質向上のために、極めて重要でありかつ喫緊の課題と考え、平成 18 年に「心

理職国家資格化に対しての緊急声明」を公表して以降、平成 21 年に「心理職の国家資格化

問題委員会」を設置して検討を重ね、委員会および総会として、適宜、見解、提言や声明に

より考え方を表明して参りました。 

 

平成２７年９月１６日に公布された「公認心理師法」（法律第６８号）は、関係各位の長

年にわたるご議論とご尽力とによって成立したものであり、改めて、関係各位に衷心より御

礼申し上げます。 

 

これから制定が予想される政省令その他の諸法令の内容とその実施については、同じく精

神科医療の質向上の観点から、今後とも重大な関心を持ち、必要に応じて考え方を表明し、

要望を申し上げる所存です。 

 

以上、本日の精神科七者懇談会平成 27 年度第 2回総会におきまして、本声明を決議いた

します。関係各位の一層のご理解ご支援をお願いする次第です。 

以上 
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